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基本目標２「安心・安全なまち」をめざして 

～ 住み慣れた地域で安心・安全なくらしを続けるために ～ 

 

障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域でいきいきと安心して暮らしていきたいと

いう想いは全市民の共通の願いです。「親亡き後」を見据えた地域生活への支援を含め、自

分らしい生活を自らの意思で選択・決定できるよう、障がいに応じた各種のサービスを確

保し、必要な支援の提供を通じて身近な地域で暮らすことができる環境づくりを進めます。 

また、障がいのある人の自立した生活や積極的な社会参加を促進するため、安心して利

用できる交通機関の確保や外出しやすい環境の整備など、ユニバーサルデザインの考え方

を基本に計画的なまちづくりを推進します。 

 

（１）自立した生活の支援・意思決定支援 

① 利用者本位の生活支援体制の整備  

【施策体系 ２の（１）の①】 

 

 

《施策の方向性》 

障がいのある人が住み慣れた地域で、必要な支援を受けながら暮らしていくためには、

主体的に必要なサービスを選択し、必要なサービスを受けられるようにすることが必要で

あり、そのための相談支援体制の充実が重要となります。  

市内には福祉・保健・医療・労働等の内容に応じた相談支援機関がありますが、障がいの

ある人やその家族の状況、ニーズも複雑化かつ多様化する中で、相談内容についても複合

的な問題を抱えており、一つの施策や制度、機関だけで対応することが難しい事例も多く

なっていることから、相談支援機関相互の連携と情報共有に努めます。また、県や市で実

施している各種サービスや制度の周知を図り、障がい者の主体的な選択・決定の促進を図

ります。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

関係機関との

連携 

障がいのある人のライフスタイルに合わせ

たサービスが提供できるよう、地域生活支援 

拠点等を中心に、関係機関の連携を図りま

す。 

福祉課 

可茂圏域自立支援協議会 
推進 

相談員若しく

は相談支援専

門員の講習会

参加促進 

適切な相談支援が提供できるよう、相談員

若しくは相談支援専門員に講習等の参加を促

します。 

福祉課 

各相談事業所 
継続 

  

この施策に関する現状や課題は P４１～Ｐ４３で述べています。 
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事業名 事業概要 担当課 
令和５年度

目標 

各種制度の周

知 

障がいのある人が、人生のさまざまな場面

で自己選択・自己決定ができるように、各種制

度について「広報みのかも」、ホームページ、

パンフレットの作成更新など各窓口で周知に

努めます。 

福祉課 継続 

 

 

○相談支援体制について 

『第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画』の策定に当たり、国は令和５年度末ま

でに、各市町村又は各圏域において、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支

援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする成果目標を定めています。本市

においては、国の方針に基づき、以下のとおり目標の設定をします。 

併せて、『障害者総合支援法』に基づく障がい福祉サービスである「計画相談支援」及び

地域生活支援事業である「相談支援事業」について、本計画期間中の利用量を見込みます。 

 

ア 相談支援体制の充実・強化等にかかる成果目標 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

総合的・専門

的な相談支援

の実施 

障がいの種別や各種のニーズに対応できる

総合的・専門的な相談支援の実施 

福祉課 

基幹相談支援センター 

相談支援事業所 

推進 

地域の相談支

援体制の強化

（新規） 

市が委託する美濃加茂市基幹相談支援セン

ター事業において、人材育成や地域の相談機

関との連携強化の取組みを行います。相談支

援部会を作り体制の強化を図ります。 

福祉課 

基幹相談支援センター 

相談支援事業所 

推進 

 

《数値目標》 

地域の相談支援体制の強化項目 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域の相談支援事業者に対する訪問等によ

る専門的な指導・助言件数 
２件 ３件 ４件 

地域の相談支援事業者の人材育成の支援件

数 
５件 ６件 ７件 

地域の相談機関との連携強化の取組の実施

回数 
８回 ８回 ８回 
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イ 計画相談支援（障がい福祉サービス） 

 

《サービスの概要》 

サービス名 実施内容 
令和５年度

目標 

計画相談支援 

（サービス等 

利用計画作成） 

サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が

必要と認められる場合に、障がい者の自立した生活を支え、障

がい者の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケ

アマネジメントによりきめ細かく支援するものです。 

推進 

 

《数値目標》 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

計画相談支援 

（サービス等利用計画

作成） 

月当たり 

実利用者数

（人） 

91 98 104 

 

※計画相談支援の過去３年間の実績はＰ３１をご覧ください。 
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ウ 相談支援事業（地域生活支援事業） 

《相談支援事業の概要》 

事業名 実施内容 
令和５年度

目標 

相談支援事業 

障がいを有する人等からの相談に応じて、必要な情報の提供

及び助言、サービスの利用支援、虐待の防止等権利擁護のため

の援助を行う事業です。本市では、以下の５つの事業を実施し

ています。 

継続 

 
障がい者相談

支援事業 

障がいのある人等からの相談に応じて必要な情報の提供や

助言、障がい福祉サービスの利用に関する支援を行うととも

に、障がいのある人等の権利擁護のために必要な援助を行いま

す。 

継続 

 
自立支援協議

会 

相談支援事業等を通して、利用者のニーズに応じた事業や必

要なサービス量の把握に努めるとともに、関係機関とのネット

ワーク化を進めていきます。 

継続 

 
基幹相談支援

センター 

地域における相談支援の中核的な役割を担い障がいのある

人等の相談を総合的に行います。 
継続 

 

基幹相談支援

センター等機

能強化事業 

相談支援事業の適正かつ円滑な実施を図るため、専門的な能

力を有する職員を配置して相談支援機能強化を図ります。 
推進 

 
住宅入居等支

援事業 

賃貸契約による一般住居への入居に当たって、保証人がいな

い等の理由により入居が困難で支援が必要な障がいのある人

に、入居に必要な調整等に関する支援や、家主等への相談・助

言等を行い、障がいのある人の地域生活の支援を行います。 

準備 

 

《目標》 

事業名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談支援事業 

 障がい者相談支援事業 か所 ６ ６ ６ 

 自立支援協議会 実施の有無 有 有 有 

 基幹相談支援センター 実施の有無 有 有 有 

 
基幹相談支援センター

等機能強化事業 
実施の有無 有 有 有 

 住宅入居等支援事業 実施の有無 無 無 無 

 

※相談支援事業の過去３年間の実績はＰ３２をご覧ください。  
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○地域生活支援事業における自発的生活支援事業について 

『障害者総合支援法』に基づく市町村地域生活支援事業である、「自発的生活支援事業」

の本計画期間中の見込みは、以下のとおりです。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 

自発的活動支援事業 

障がいを有する人等が自立した日常生活及び社会生活を営むこ

とができるよう、障がいを有する人等、その家族、地域住民等によ

る地域における自発的な取組を支援する事業です。 

 

《目標》 

事業名 内容 
担当課 

関係機関等 
目標 

自発的活動支援事業 

同じ悩みを持つ本人同士や発達

障がい児者の家族同士等の活動の

提供、周知等を行い、ピアサポート

活動など、一般相談支援事業におい

て必要に応じて対応を実施します。 

福祉課 

相談支援事業所 
継続 

 

 

○地域生活支援事業における日中一時支援事業について 

『障害者総合支援法』に基づく市町村地域生活支援事業である、「日中一時支援事業」の

本計画期間中の見込みは、以下のとおりです。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 

日中一時支援事業 
家族の就労支援及び一時的な休息を目的に、障がいを有する人等

の日中における活動の場を提供する事業です。 

 

《数値目標》 

事業名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日中一時支援事業 

実利用者数 

（人） 
55 53 53 

延利用日数 

（日） 
6,405 6,781 7,156 

市の指定する 

事業所 
13 13 13 

 

※日中一時支援事業の過去３年間の実績はＰ３３をご覧ください。 
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○地域生活支援事業における地域活動支援センター事業について 

『障害者総合支援法』に基づく市町村地域生活支援事業である、「地域活動支援センター

事業」の本計画期間中の見込みは、以下のとおりです。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 

地域活動支援センター事

業 

創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等に

より、障がいを有する人等の地域生活支援の促進を図る事業です。 

 

《数値目標》 

事業名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域活動支援センター

事業 

市内実施箇所数 

（か所） 
３ ３ ３ 

延利用件数 

（件） 
4,100 4,150 4,200 

 

※地域活動支援センター事業の過去３年間の実績はＰ３３をご覧ください。 
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② 地域移行支援、在宅サービス等の充実 【施策体系 ２の（１）の②】 

 

 

《施策の方向性》 

障がいのある人が住み慣れた地域で家族などと共に安心して暮らすことができるように、

個々の障がい者の多様なニーズに対応するため、サービスの量的・質的充実を図る必要が

あります。 

障がい福祉サービスについては、それぞれのサービスの利用実績やその評価を分析し、

課題や方向性を示したうえで、市、社会福祉協議会、障害者自立支援協議会、各サービス

提供事業所との連携強化を図りながら、必要なサービス量の確保や適切なサービス運営に

努めます。 

また、施設に入所している障がい者が、地域で自立した生活を送ることができるよう、地

域移行支援の充実が必要となります。地域移行支援に当たっては、相談支援体制の整備、

地域で生活するための住まいの確保、在宅福祉サービスの充実等に努めます。国において

は、『第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画』の策定に当たって、福祉施設入所者の

地域生活への移行に関する成果目標を設定することを求めていることから、本市において

も国の定める成果目標の達成に向けた取組を推進します。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

情報提供の充

実と多様な事

業所の参入 

サービスを必要とする障がいのある人が適切

にサービスを利用できるよう、情報提供体制の

充実を図るとともに、施設入所者や長期入院者

の地域生活への移行を見据えて、多様な事業所

の参入促進に努めます。 

福祉課 

社会福祉協議会 

自立支援協議会 

各事業所 

推進 

入所施設から

地域生活への

移行 

入所施設から地域生活への移行促進につい

て、国が示す『障害福祉計画』の指針に基づき、

計画的に事業展開をします。なお、入所施設から

地域生活への移行に当たっては、安心して生活

できるよう、相談支援体制の充実に努め、障がい

のある人が日常生活上の共同生活を行うグルー

プホームの整備や在宅福祉サービスの適切な利

用を促進します。 

福祉課 

障がい福祉サービス事業所 
推進 

  

この施策に関する現状や課題は P４１～Ｐ４３で述べています。 
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事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

障がい者（児）

福祉関係施設

等施設整備費

補助金事務 

県及び市指定事業について市内のサービ

ス需要状況を確認し、社会福祉法人及び事業

者からの参入についての問い合わせの対応

を行っています。市の障がい福祉計画の見込

量との調整をとりながら計画的な事業所の

参入促進を図るとともに、社会福祉法人等へ

の補助金交付事務を行います。 

福祉課 

岐阜県 
継続 

 

 

○福祉施設の入所者の地域生活への移行について 

『第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画』の策定に当たり、国は令和５年度末に

おける地域生活に移行する者の目標値及び施設入所者数の削減に関する成果目標を定めて

います。本市においては、国の方針に基づき、以下のとおり目標の設定をします。 

 

《目標設定》 

事項 目標 備考 

施設入所者数（A） 44 人 
令和元年度末時点 

※施設入所支援利用者数 

目標年度施設入所者数（B） 41 人 令和５年度末見込み 

施設入所者の削減見込目標

値（A－B） 
３人 6.8％削減 

国指針：令和元年度末時点から

1.6％以上削減 

地域生活移行者目標数 ３人 6.8％削減 

令和５年度末までに施設入所か

らグループホーム等へ地域移行

を目指す人の数 

国指針：令和元年度末時点から

6.0％以上削減 

 

※前計画における目標値の進捗状況はＰ２４をご覧ください。 

  



 

80 

○障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの利用量見込みについて 

『障害者総合支援法』に基づく、本計画期間中の各障がい福祉サービスの利用量の見込

みは以下のとおりです。また、国の指針に基づき、福祉施設入所者の地域生活への移行に

関する成果目標を設定します。 

 

ア 訪問系サービス 

《サービスの概要》 

サービス名 実施内容 
令和５年度

目標 

居宅介護 

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯

及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他

の生活全般にわたる援助を行います。 

継続 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅にお

いて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等

の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般

にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に

行います。 

継続 

同行援護 

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等に

つき、外出時において、当該障がい者等に同行し、移動に必要

な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の

介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適

切かつ効果的に行います。 

継続 

行動援護 

障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために

必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等

の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。 

継続 

重度障がい等 

包括支援 

重度の障がい者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介

護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、

就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。 

準備 

 

 

  



 

81 

 

《数値目標》 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

居宅介護 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

84 91 97 

月当たり 

利用時間数 

（時間） 

1,016 1,053 1,090 

重度訪問介護 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

１ ２ ２ 

月当たり 

利用時間数 

（時間） 

10 20 20 

同行援護 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

５ ６ ６ 

月当たり 

利用時間数 

（時間） 

47 47 47 

行動援護 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

２ ２ ２ 

月当たり 

利用時間数 

（時間） 

19 21 24 

重度障がい等包括支援 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

０ ０ ０ 

月当たり 

利用時間数 

（時間） 

０ ０ ０ 

 

※訪問系サービスの過去３年間の実績はＰ２９をご覧ください。 
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イ 日中活動系サービス 

《サービスの概要》 

サービス名 実施内容 
令和５年度

目標 

生活介護 

障がい者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介

護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を

要する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、主と

して昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗

濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その

他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会

の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な

援助を行います。 

継続 

自立訓練 

（機能訓練） 

障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障

がい者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障

がい者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法そ

の他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言

その他の必要な支援を行います。 

継続 

自立訓練 

（生活訓練） 

障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障

がい者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障

がい者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事

等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等

に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。 

継続 

療養介護 

病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の

下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する

障がい者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間

において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看

護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行い

ます。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療と

して提供します。 

継続 

短期入所 

（医療型） 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、

障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要と

する障がい者等のうち、医療の必要性の高い人を対象に、当該

施設に短期間の入所をさせて、入浴、排せつ及び食事の介護そ

の他の必要な支援を行います。 

継続 

短期入所 

（福祉型） 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、

障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要と

する障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせて、入

浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行います。 

継続 
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《数値目標》 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生活介護 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

136 140 145 

月当たり 

延利用者数 

（人日） 

2,544 2,615 2,686 

自立訓練（機能訓練） 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

１ ２ ２ 

月当たり 

延利用者数 

（人日） 

20 40 40 

自立訓練（生活訓練） 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

７ ８ ８ 

月当たり 

延利用者数 

（人日） 

74 79 85 

療養介護 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

４ ４ ５ 

短期入所（医療型） 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

１ １ １ 

月当たり 

延利用者数 

（人日） 

２ ２ ３ 

短期入所（福祉型） 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

95 103 111 

月当たり 

延利用者数 

（人日） 

370 381 392 

 

※日中活動系サービスの過去３年間の実績はＰ３０をご覧ください。 
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ウ 地域移行支援及び地域定着支援（障がい福祉サービス） 

《サービスの概要》 

サービス名 実施内容 
令和５年度

目標 

地域移行支援 

障がい者支援施設に入所している障がい者や精神科に入院

している精神障がい者に対し、住居の確保その他の地域生活に

移行するための活動に関する相談、障がい福祉サービス事業所

等への同行支援等を行います。 

推進 

地域定着支援 

単身者あるいは家庭の状況により同居している家族に支援

を受けられない障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障

がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談、緊急訪問、

緊急対応等を行います。 

推進 

 

《数値目標》 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

地域移行支援 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

１ ２ ２ 

地域定着支援 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

３ ４ ４ 

 

※地域移行支援及び地域定着支援の過去３年間の実績はＰ３１をご覧ください。 
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③ 障がい福祉サービスの質の向上等 【施策体系 ２の（１）の③】（新規） 

《施策の方向性》 

障がいのある人が住み慣れたな地域で将来にわたり安心して生活していくためには、障

がい福祉サービスや相談支援事業が適切に提供される必要があります。これらのサービス

や支援を安定的に提供していくためには、サービスの質の維持・向上や、サービスの適切

な運営を図っていくことが必要です。 

また、『障害者総合支援法』が求めている、「利用者本位の質の高い福祉サービスの提供」

のために、障がい者の多様化・複雑化しているニーズに的確に対応できる質の高い人材を

安定的に確保していくことは喫緊の課題であり、サービス提供の根幹である福祉人材の確

保・育成・定着が極めて重要となってることから、本市においては国が定める障がい 

福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築についての成果目標も含め、

県や関係機関等との連携を図らいながら、障がい福祉サービスの質の向上に努めます。 

 

○障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築について 

障がい福祉サービス等の多様化、サービス事業所の増加に伴い、より一層事業者が利用

者に対して、本当に必要なサービスを適切に提供することが求められるようになってきま

した。 

『第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画』の策定に当たり、国は障がい福祉サービ

ス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築についての成果目標を定めています。

本市においては、国の方針に基づき、以下のとおり目標の設定をします。 

《事業内容》 

事業名 事業概要 担当課 備考 

障がい福祉サービス等

の質を向上させるため

の取組に係る体制の構

築（新規） 

県が実施する障がい福祉サービ

ス等の各種研修への参加をします。 

障害者自立支援審査支払等シス

テムによる審査結果の共有ができ

るよう体制構築の推進を図ります。 

福祉課 令和５年度末まで 
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《目標》 

取組内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

都道府県が実施する障がい福祉サービス等に

係る研修その他の研修への市町村職員の参加

人数（人） 

２ ２ ２ 

障害者自立支援審査支払等システム等による

審査結果を分析してその結果を活用し、事業所

や関係自治体等と共有する体制の有無（有無） 

無 無 有 

障害者自立支援審査支払等システム等による

審査結果を分析してその結果を活用し、事業所

や関係自治体等と共有する実施回数（回） 

０ ０ １ 

 

 

④ 意思決定支援の推進 【施策体系 ２の（１）の④】（新規） 

《施策の方向性》 

障がいのある人が自らの決定に基づき、保健・医療・福祉等各種サービスを利用していく

ためには、各種サービスの情報提供や相談支援を受けることのできる体制が必要です。 

知的障がい者や精神障がい者など、自ら意思を決定することや意思を表明することが困

難な障がい者がいる中で、本人の自己決定を尊重する観点から、相談等を通じて必要な意

思決定支援を行う必要があります。 

本市においては、障がい者やその家族、介助者等が抱える様々な問題の解決に向け、関係

機関等との連携を強化し、必要な情報提供及び相談支援体制の充実に努めます。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

権利擁護支援

センター事業 

（新規） 

何らかの理由で生活の色々な事が「上手く

判断できない」「人に上手く伝えられない」と

きに、本人の想いを大切にしながらどうした

ら良いのかを一緒に考えたり、代わりに伝え

たり、福祉や法律の専門家の助けを借りるこ

とができます。 

令和２年４月から相談窓口を開設していま

す。 

福祉課 

高齢福祉課 

社会福祉協議会 

（権利擁護支援センター） 

推進 
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⑤ 高齢障がい者への支援 【施策体系 ２の（１）の⑤】（新規） 

《施策の方向性》 

近年では、障がい者を介助している家族の高齢化に加え、障がい者自身の高齢化が問題

となっています。そのため、障がい福祉サービスと、高齢者福祉サービス・介護保険サー

ビスとの間で密な連携を図り、切れ目のない支援を行っていく必要があります。 

これまで障がい福祉サービスを利用している障がい者は、介護保険の被保険者（65 歳以

上）となった場合、介護保険サービスを優先的に利用する事とされており、使い慣れた障

がい福祉サービスから介護保険サービスに切り替える必要があるため、それまで使ってい

た障がい福祉サービス事業所が利用できなくなるケースがありました。このような状況が

問題視されるとともに、「地域共生社会」が提唱されたことで制度ごとの「縦割り」が見直

されることとなり、平成３０年４月に「共生型サービス」が創設されました。 

共生型サービスにより、介護が必要となった高齢者も障がい者も、同一の事業所でサー

ビスを受けることが出来るようになり、これまで障がい福祉サービスを利用してきた人に

とっては、歳を重ねても同じ事業所でサービス利用を続けられるというメリットがありま

す。 

現在、本市に実施事業所は有りませんが、県の動向や社会的、地域的ニーズを踏まえ、高

齢福祉課との連携や事業所等への実施に向けた検討への対応を行います。 

 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

６５歳以上の

高齢障がい者

へのサービス

提供 

６５歳以上の介護の必要のある人への訪問

系サービス等の提供に関しては、原則『美濃加

茂市高齢者福祉計画・介護保険事業計画』の中

で計画的に事業展開をします。サービス内容

や機能から、介護保険サービスには相当する

ものがない障がい福祉サービス固有のものと

認められるもの（同行援護、行動援護、自立訓

練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援

等）については、当該障がい福祉サービスに係

る介護給付費等を支給します。 

福祉課 

高齢福祉課 

障がい福祉サービス事業所  

居宅介護支援事業所 

継続 
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（２）安全・安心な生活環境の整備 

① 障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

【施策体系 ２の（２）の①】 

 

 

《施策の方向性》 

障がいのある人が安全で快適に生活できるように、住みよい居住環境づくりや既存施設

等の改修を通じて障がいのある人の活動範囲を広げ、生活の質を高めることが求められて

います。  

本市のまちづくりに当たっては、『岐阜県福祉のまちづくり条例』に沿って環境を整備し、

住み慣れた地域で誰もが自分に適した暮らしができるよう努めています。また、『美濃加茂

市都市計画マスタープラン２０２０～２０４０』や『美濃太田駅周辺整備将来基本構想』

に基づき、バリアフリーやユニバーサルデザインに配慮したまちづくりを推進しています。 

本市においては、今後も継続して『高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー法）』に沿った公共交通機関の整備、安全な歩行空間の確保を通じて、障

がいのある人の自立と社会参加を促進するため、障がい者に配慮したまちづくりの総合的

な推進を図ります。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 担当課 
令和５年度

目標 

バリアフリー、

ユニバーサルデ

ザインの視点に

たったまちづく

り 

岐阜県福祉のまちづくり条例に基づき、バ

リアフリー、ユニバーサルデザインの視点に

たった、すべての市民にとって利用しやすい

公共施設の設計・施工管理を進めます。 

施設経営課 

スポーツ振興課 
推進 

老朽化した設備

の改修 

都市公園の老朽化しているトイレ等整備が

必要となっているため、全体的な改修を整備

計画に基づき順次行います。 

土木課 継続 

住宅改修支援 

障がいのある人の日常生活上の便宜を図る

ため、地域生活支援事業を活用し、住宅改修に

対する支援を行います。 

福祉課 継続 

 

  

この施策に関する現状や課題は P３６で述べています。 
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○地域生活支援事業における日常生活用具給付等事業の見込みについて 

『障害者総合支援法』に基づく市町村地域生活支援事業である、「日常生活用具給付等事

業」の本計画期間中の見込みは、以下のとおりです。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 担当課 
令和５年度

目標 

日常生活用具 

給付等事業 

障がいのある人が生活の質の向上を図るこ

とができるよう、障がいの特性に合わせた適

切な用具の購入に対して、基準の範囲内で給

付を行います。 

本市では介護・訓練支援用具、自立生活支援

用具、在宅療養等支援用具、情報・意思疎通支

援用具、排泄管理支援用具、居宅生活動作補助

用具（住宅改修費）について給付を行っていま

す。 

近年では、技術向上により利用しやすい用

具の開発が進む傾向にあり、障がいのある人

の高いニーズの情報を収集し、新たな用具種

目や更新が必要な用具についても給付できる

よう、定期的な種目等の見直しを行うと共に、

利用促進のための周知を行っています。 

福祉課 継続 

 

《数値目標》 

事業名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日常生活用具給付等事業 

 介護・訓練支援用具 
給付等件数 

（件） 
２ ２ １ 

 自立生活支援用具 
給付等件数 

（件） 
５ ５ ４ 

 在宅療養等支援用具 
給付等件数 

（件） 
20 21 23 

 
情報・意思疎通支援用

具 

給付等件数 

（件） 
11 11 12 

 排泄管理支援用具 
給付等件数 

（件） 
1,220 1,274 1,327 

 
居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 

給付等件数 

（件） 
１ １ １ 

 

※日常生活用具給付等事業の過去３年間の実績はＰ３０をご覧ください。  
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② 多様な生活の場の確保 【施策体系 ２の（２）の②】（新規） 

《施策の方向性》 

障がい者が住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、生活の拠点となる住宅の確

保が必要です。また、障がいのある人やその家族（介助者）の高齢化が問題となっている

中で、障がい者自身の老後や、いわゆる「親亡き後」の生活の場の確保が課題となります。 

障がい者の地域における住まいとしては、グループホームのほかに、公営住宅や民間住

宅など一般住宅が挙げられます。障がい者の地域での生活を支える上で、住まいの確保に

向けた体制をつくることが重要であり、多様な居住の場の提供を図るとともに、障がい者

と地域の人が共に安心して生活できるような環境づくりが求められます。 

本市においては、市、相談支援事業所等との連携を通じ、地域生活支援拠点の整備等を進

め、障がい者の多様合生活の場の確保に努めます。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

地域生活支援 

拠点整備事業 

地域では、障がい児者を支える様々な資源が存

在し、これまでも障がい福祉計画に基づき整備を

進めてきましたが、それらの有機的な結びつきは

十分なものではありませんでした。 

今後、障がい者の重度化・高齢化や「親なき後」

を見据え、地域が抱えている問題に向き合い地域

で障がい児者やその家族が安心して生活するた

め、緊急時に直ぐに相談でき、必要に応じて緊急的

な対応が図れる体制として整備を進めています。 

県及び可茂圏域市町村で協力して整備を進め、

美濃加茂市も単独で地域生活支援拠点整備事業を

令和元年度に開始しました。 

利用基準の作成、事業所説明会を通して認定事

業所（令和２年度現在認定は２４事業所）を増や

し、緊急時の対象者への取組みを推進するなど、今

後も利用者や事業者など地域に情報発信し利用促

進を図ります。 

また、事業所や自治体同士の連絡会を定期的に

開催し、継続的な事業の推進を図っていきます。 

さらに、相談支援事業所間の連携強化と支援業

務の資質向上を目的とした、相談支援事業所部会

の設立を目指します。将来的には、事業部門ごとの

部会設立を促し、各事業の資質の向上と地域のネ

ットワーク作りへと展開していきたいと考えてい

ます。 

福祉課 

相談支援事業所 
推進 
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○地域生活支援拠点について 

『第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画』の策定に当たり、国は令和５年度末まで

に各市町村又は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実の

ため、年１回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする成果目標を定めています。

本市においては、令和元年度末現在、圏域で１か所設置していることから、運用状況の検

証・検討、機能強化を図ります。 

 

・相談支援体制の充実・強化等にかかる成果目標 

《目標設定》 

事項 現状 目標 備考 

地域生活支援拠点等 設置済み 推進 令和５年度末まで 

地域生活支援拠点等の

運用状況の検証・検討 

認定事業所 24 事業所 

相談支援部会の開設 

推進 

（年１回実施） 
令和５年度末まで 

 

※前計画における目標値の進捗状況はＰ２６をご覧ください。 

 

 

○『障害者総合支援法』に基づく居住系サービスの利用見込みについて 

『障害者総合支援法』に基づく、本計画期間中の居住系サービスの利用量の見込みは以

下のとおりです。 

 

・居住系サービス 

《サービスの概要》 

サービス名 実施内容 
令和５年度

目標 

自立生活援助 

居宅において単身等で生活する障がい者に、定期的な巡回訪

問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅に

おける自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必

要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等

の自立した日常生活を営むために必要な援助を行います。 

継続 

共同生活援助 

（グループホーム）  

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行

われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常

生活上の援助を行います。 

継続 

施設入所支援 

施設に入所する障がい者に、主として夜間において、入浴、

排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他

の必要な日常生活上の支援を行います。 

継続 
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《数値目標》 

サービス名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

自立生活援助 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

１ １ １ 

共同生活援助 

（グループホーム） 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

38 40 41 

施設入所支援 

月当たり 

実利用者数 

（人） 

43 42 41 

 

※居住系サービスの過去３年間の実績はＰ３０をご覧ください。 
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（３）情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

① 情報バリアフリー化の推進 【施策体系 ２の（３）の①】 

 

 

《施策の方向性》 

障がいのある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うこ

とができるように、情報通信における情報アクセシビリティの向上、情報提供の充実、コ

ミュニケーション支援の充実等、情報の利用におけるバリアフリー化が求められています。 

特に、視覚障がい者、聴覚障がい者、知的障がい者など、情報を得ることが困難な人に配

慮し、音声や文字による情報化のほか、絵文字・記号、点字、手話・筆記、ＩＣＴ（情報通

信技術）機器等による多様な情報提供手段を確保し、情報アクセシビリティの向上を図る

必要があります。 

本市においては、情報提供の一層の充実やＩＣＴの導入検討等を通じ、障がい者を含め

た全ての人が、あらゆる場面で必要な情報を適切な時期に、多様な情報提供手段により容

易に入手及び発信できる環境の整備に努めます。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

情報提供の充

実 

必要とする情報が容易に入手できるよう、

市や社会福祉協議会の「広報みのかも」、「社協

みのかも」、ホームページ等多様な媒体を活用

した情報提供を進めます。 

福祉課 

社会福祉協議会 
推進 

視覚障がい者

に配慮した図

書の充実 

令和元年度に施行された「視覚障害者等の

読書環境の整備の推進に関する法律」を踏ま

え、２か所の市図書館において、点字図書や録

音図書の貸し出しに加え、布の絵本や大活字

本の充実を図ります。 

また、中央図書館では点字新聞を毎週１回

更新し、貸出も行います。 

生涯学習課 推進 

対面朗読サー

ビス 

東図書館では、文字を読むことが不自由な

方のために、対面朗読室で代読サービスを行

っています。 

生涯学習課 継続 

図書宅配サー

ビス 

ご高齢や障がいをお持ちで、図書館へ来館

することが困難な方へ月１回の図書館資料の

宅配サービスを行っています。 

生涯学習課 継続 

  

この施策に関する現状や課題は P３７で述べています。 
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事業名 事業概要 担当課 
令和５年度

目標 

ＩＣＴ（情報通

信技術）導入 

中途失聴者・難聴者の方にはタブレットで

のアプリやテレビ電話機能の活用により、音

声を文字情報化し直接やりとりが可能になり

ます。それらの活用により、ろう者が手話通訳

者と手話で話せる機会の確保が可能になって

くるため、最新技術の情報収集と導入が必要

です。 

福祉課 検討 
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② 意思疎通支援の充実 【施策体系 ２の（３）の②】 

 

 

《施策の方向性》 

障がいのある人への情報提供方法や伝達手段の確保は、社会参加の促進や災害時の避難

情報の提供など、地域で安心した生活を送るために重要な課題となります。 

また、障がい者が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができるように、意

思疎通支援を担う人材の育成・確保や、サービスの円滑な利用の促進、支援機器の利用促

進などの取組を通じて、意思疎通支援の充実を図る必要があります。 

本市においては、意思疎通に困難を抱える人が、自分の意志や要求を的確に伝え、正しく

理解してもらうことを支援するため、市、社会福祉協議会、各種障がい者団体との連携を

図りながら、手話通訳者・要約筆記者の養成や派遣など、コミュニケーション手段の充実

に努めます。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

コミュニケー

ション手段の

確保 

適切なサービスの選択を支援するため、多

様な情報提供の仕組みを整備するとともに、

さまざまな障がいに対応した適切な情報を入

手することができるよう、日常生活用具の給

付を通じてコミュニケーション手段の確保を

促進します。 

福祉課 

日常生活用具販売事業者 
推進 

手話通訳者の

養成 

手話講座（入門・基礎）を開催して、手話通

訳者を養成し、人材の確保を行います。 

福祉課 

社会福祉協議会 

可茂聴覚障害者協会 

推進 

要約筆記者の

養成 

要約筆記奉仕員のレベルアップを図ること

で指導者を育成し、新規筆記者の養成へと繋

げることで、人材の確保を図ります。 

福祉課 

難聴者協会 
推進 

要約筆記者・手

話通訳者等の

派遣 

聴覚及び言語に障がいのある人に要約筆記

者・手話通訳者等を派遣し、円滑な意思疎通の

確保に努めます。 

福祉課 

社会福祉協議会 
継続 

 

 

  

この施策に関する現状や課題は P３７で述べています。 
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○地域生活支援事業における意思疎通支援事業、奉仕員養成事業の見込みについて 

『障害者総合支援法』に基づく市町村地域支援事業である、「意思疎通支援事業」及び「奉

仕員養成事業」の見込みは、以下のとおりです。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 担当課 
令和５年度

目標 

意思疎通支援

事業 

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいの

ため、意思疎通を図ることに支障が生じる人

に対して、手話通訳者や要約筆記者等の派遣

により、意思疎通の円滑化を図る事業です。 

福祉課 継続 

奉仕員養成研

修事業 

障がい者のコミュニケーションの支援者と

なる手話通訳者や要約筆記者の養成研修を行

う事業です。 

福祉課 継続 

 

《数値目標》 

事業名 単位 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

意思疎通支援事業  

 手話通訳者設置事業 
設置者数 

（人） 
１ １ １ 

 手話通訳派遣事業 
派遣人数 

（人） 
158 166 173 

 要約筆記派遣事業 
派遣人数 

（人） 
103 106 109 

奉仕員養成研修事業  

 

手話奉仕員養成講座 

受講期間（２年間） 

（加茂郡と共同開催） 

利用者数 

（人） 
８ 30 30 

 
要約筆記チャレンジ

講座 

利用者数 

（人） 
10 10 10 

 

※意思疎通支援事業の過去３年間の実績はＰ３２をご覧ください。 

  



 

97 

③ 行政情報のアクセシビリティの向上 【施策体系 ２の（３）の③】 

 

 

《施策の方向性》 

障がい福祉サービスやその利用手続き、各種支援や制度の周知、災害情報や政見放送等

の伝達に当たり、行政から提供される情報は非常に重要です。 

行政情報をはじめ情報の提供に当たっては、それぞれの障がい特性等を踏まえた配慮や

提供手段の充実が必要となります。また、情報の内容を理解することが困難な人に対して

は、必要な情報を分かりやすいかたちで提供するなどの対応を図ることが求められます。 

本市においては、ホームページにおけるウェブアクセシビリティへの配慮や ICT 等新た

な技術の利活用など、行政情報における情報アクセシビリティの向上に努めます。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

情報アクセシ

ビリティの向

上 

市や社会福祉協議会におけるホームペー

ジ等のアクセシビリティの向上等に向けた

取り組みを促進します。 

秘書広報課 

地域振興課（多文化共生室） 

総務課 

福祉課 

社会福祉協議会 

推進 

 

  

この施策に関する現状や課題は P３７で述べています。 
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（４）防犯、防災等の推進 

① 防犯対策の推進 【施策体系 ２の（４）の①】 

 

 

《施策の方向性》 

近年、高齢者や障がい者といった社会的弱者を狙った犯罪が増加傾向にある中、障がい

のある人が安心・安全な地域生活を送れるように、犯罪を未然に防ぐ取り組みが求められ

ています。 

障がい者を犯罪から守るためには、障がい者自身が防犯知識を高め、防犯意識を高める

ことが必要であるとともに、地域ぐるみの見守り活動も含めた犯罪被害の発生を未然に防

ぐ防犯対策が必要です。 

防犯知識の周知徹底や犯罪情報の提供に努めるとともに、行政、警察、社会福祉施設等関

係機関や地域との連携のもとで、各種防犯活動を促進します。また、障がい者に対する防

犯教室等の開催、防犯指導、啓発・広報を通じ、防犯意識の普及啓発に努めます。併せて、

「すぐメールみのかも」を通じた早急な情報提供や、「Ｎｅｔ１１９緊急通報システム」の

周知等を進めます。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

犯罪被害の抑

止・防止 

警察や防犯協会、地域の団体等との連携強

化や広報・啓発活動の推進を図り、「防犯大会」

を開催するとともに、積極的な参画を促し、犯

罪被害の抑止・防止対策に取り組みます。 

防災安全課 

加茂警察署 
継続 

緊急メール配

信を通じた情

報提供 

「すぐメールみのかも」により、不審者情報

などの事案を緊急メールで発信し、市内の防

犯に努めます。 

防災安全課 

加茂警察署 
継続 

Ｎｅｔ１１９

緊急通報シス

テム 

令和元年７月１日に可茂消防事務組合が運

用を開始しました。 

聴覚・言語機能障がい者を対象にインター

ネットを利用して１１９番通報ができるシス

テムです。具体的には、個人の携帯電話やタブ

レットなどで利用者登録を行う必要があり、

市福祉課を通じて利用申し込み手続きが可能

な制度です。 

福祉課 

可茂消防事務組合 
推進 

 

  

この施策に関する現状や課題は P３８で述べています。 
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② 防災対策の推進 【施策体系 ２の（４）の②】 

 

 

《施策の方向性》 

我が国では東日本大震災及び熊本地震、全国各地で発生している台風等による被害など、

さまざまな大規模災害が発生しています。東日本大震災の検証によると、犠牲者の過半数

を６５歳以上の高齢者が占め、また、障がい者の死亡率が健常者の２倍になるなど、高齢

者や障がい者といった避難行動要支援者における被害の大きさが報告されています。この

地域においても、南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくないといわれる中、防災対策は

まちづくりにおいて大きな課題となっています。  

障がいのある人も含め、市民一人一人が災害に対する意識の向上を図ることが必要です。

また、災害時における情報の伝達や避難誘導等を迅速かつ的確に行うことはもちろん、避

難先での生活について個々の状態に応じた配慮が必要となります。 

本市においては、各種災害の発生を想定し、自主防災組織、市内事業所及び地域住民が防

災訓練を実施しています。また、防災ラジオの配布や避難行動要支援者名簿の作成など、

災害時に備えた各種施策・取組を進めています。 

今後も福祉や医療など関係機関との連携のもとで、防災体制の充実、災害時医療救護体

制の充実、災害時の避難行動支援体制、福祉避難所等避難時の生活場所の確保などに努め

ます。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

防災ラジオの

全戸配布 

防災ラジオ（美濃加茂市が実施する緊急起

動放送によって自動起動するラジオ）を全戸

配布することで、災害時における緊急情報等

の迅速な伝達を図ることを可能にし、安心し

て安全に暮らせるまちづくりを目指します。 

防災安全課 継続 

避難行動要支

援者名簿の作

成 

災害時の避難支援体制の整備については、

避難行動要支援者名簿を作成し、平常時にお

ける地域のつながりを進めていきます。 

福祉課 

民生委員 

加茂警察署 

消防団 

自治会 

推進 

地域ごとの避

難体制の整備 

地域ごとに、避難行動要支援者の安否確認

の方法、避難誘導の担当者を定める等避難体

制を整備します。 

防災安全課 

自主防災組織 

民生・児童委員 

福祉委員 

推進 

避難所の周知 

障がい福祉サービス計画相談時に避難所の

周知を図るよう、相談支援事業所に働きかけ

ます。「災害時における避難の理解力向上に向

けた取組」を継続して実施します。 

福祉課 

計画相談支援事業所 
継続 

この施策に関する現状や課題は P３８で述べています。 
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事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

サービス利用

者の安否確認 

災害時において、サービス提供事業所に対

し、利用者の安否確認をするよう働きかけま

す。 

福祉課 推進 

自主防災組織

等への支援 

地域での自主防災組織等に自主防災補助金

を継続して支給します。防災訓練等の実施に

当たっては、障がいのある人の参加が促進さ

れるよう、地域のつながりや「顔の見える関

係」の構築に努めます。 

防災安全課 継続 

グループホー

ムにおける非

常災害時の連

携 

グループホームに入居する障がいのある人

が安心して生活できるよう、非常災害時にお

ける消防や近隣住民との連携を促進します。 

防災安全課 

自主防災組織 

民生・児童委員 

福祉委員 

継続 

施設の耐震化

に要する費用

の一部助成 

施設の耐震化に要する費用の一部を助成

し、建築基準法、消防法の基準に基づく防火安

全対策の強化を図ります。 

都市計画課 

岐阜県建築指導 
継続 

障がい特性に

配慮した情報

伝達体制及び

避難誘導体制

の整備 

社会福祉協議会、民生委員・児童委員、自主

防災組織、消防団等の防災関係機関、福祉・介

護サービス提供者、障がい者団体等の福祉・介

護関係者と協力して、障がい特性に配慮した

情報伝達体制及び避難誘導体制を整備しま

す。 

福祉課 

防災安全課 

自主防災組織 

民生・児童委員 

福祉委員 

社会福祉協議会 

推進 

要電源重度障

がい児者災害

時等支援ネッ

トワーク事業 

（新規） 

人工呼吸器等の電源を必要する医療機器を

使用する障がい児者は、電源の喪失が生命の

危機に直結するため災害時には直ちに支援が

必要になります。今後、災害時の具体的な支援

を検討していきます。 

福祉課 

高齢福祉課 

健康課 

防災安全課 

検討 

災害時の重度

障がい者用食

料備蓄 

腎不全患者（人工透析患者）の皆さんは、そ

の体質から食べ物に食事制限が必要とされて

います。市では災害など緊急時の非常食とし

て専用食糧の備蓄管理を行います。 

福祉課 

防災安全課 
継続 

 

【福祉避難所指定施設】 

施設の名称 住所 電話番号 

総合福祉会館  新池町３丁目４番１号  28-6111 

可茂特別支援学校  牧野 2007番地１ 28-3150 

社会福祉法人 慈恵会「瞑想の館」  下米田町東栃井 81 番地２ 25-9790 
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○美濃加茂市における自助・共助・公助の考え方 

【図表４－４ 美濃加茂市における自助・共助・公助の考え方】 

 

 

【図表４－５ 行政、地域、事業者、要援護者の取り組み内容】 

主体 内 容 

行政 

要援護者を地域で支える体制づくりの支援等（行政が保有する個人情報提供等含

む。）市社会福祉協議会をはじめとした関係機関・団体等との連携強化、福祉避難所

の施設確保・開設 

地域 
要援護者との日頃からの関係づくり（声かけ、見守り等）、災害時における要援護

者の安否確認等 

事業者 
平時からの地域との関係づくり（避難訓練等への協力等）、災害時における利用

者の安否確認、避難支援への協力等 

要援護者 
平時からの地域や事業者との関係づくり（交流会・避難訓練等への参加等）、災害

への備え 

 

  

公助

自助

災害要援護者

市役所

平時 ：体制の整備

災害時：安否確認、

避難生活の支援等

事業所 自主防災組織

平時 ：関係づくり

災害時：連携

平時 ：災害対策への助言等

災害時：安否確認、必要な支援

共助

平時 ：関係づくり

災害時：連携

取組の支援

個人情報提供等

協力依頼

情報共有等
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③ 消費者トラブルの防止及び被害からの救済 【施策体系 ２の（４）の③】（新規） 

 

《施策の方向性》 

判断能力が不十分な知的障がい者や精神障がい者を狙った、電話勧誘や訪問販売を通じ

た悪徳商法など、障がいのある人を狙った消費者トラブルの相談が増加しており、全国的

な問題となっており、そのような問題の相談に対処するため、市では消費生活相談室を開

設しています。 

障がい者の消費者トラブルは、判断に必要な情報が不十分であり、相談のために特別な

支援を必要とするため未然防止・問題解決が難しいこと、判断に支援が必要な場合、だま

されていることに気づきにくいこと、また、被害にあっても抱えこんでしまい周囲に相談

しないことなどの傾向があり、深刻な被害拡大に繋がっています。 

障がい者の消費者としての利益の擁護・増進するため、必要な情報を積極的に提供して

いくとともに、市における相談体制の充実や県の消費者生活センターとの連携に努め、消

費者被害の未然防止・拡大防止等を図ります。 

 

《事業内容》 

事業名 事業概要 
担当課 

関係機関等 

令和５年度

目標 

消費者トラブ

ルの防止 

相談業務やサービス提供業務を行う中で、

障がいをもつ方が消費者トラブルにあってい

るケースは度々あり、必要に応じて消費生活

相談室での支援に繋げています。 

消費者トラブルに関する情報の積極的な発

信や、その被害からの救済に関して必要な情

報提供を行うとともに、障がい特性に配慮し

た消費生活相談に努めます。 

産業振興課 

（消費生活相談室） 

福祉課 

継続 

日常生活自立

支援事業 

生活の中で大切となる福祉サービス等の契

約や日常的なお金の管理の相談を通じ、要支

援者の想いに耳を傾け、寄り添い、本人の意思

を尊重しながら、どうしたらいいかを一緒に

考えたり、手続き等のお手伝いをする事業で

す。契約手続きと利用料が必要です。 

社会福祉協議会 継続 

 

 

 


